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◆ ６月１２日、６条通１６丁目にお 

いて、店舗内、女子トイレの個室で

何者かに隣室の上からのぞかれた。 

 

 

 

◆ ６月１６日から６月１８日まで 

の間、５条西６丁目において、住宅

の窓ガラスが割られ、室内に侵入

されたが被害品はなかった。 

 

 

 

◆ ５月３０日から６月４日までの

間、神居町春志内において、ビニー

ル袋に入れられたゴミや段ボール

箱に入れられた食器等が投棄され

た。 

◆ ６月１２日、錦町２０丁目にお

いて、公園敷地内に、空き缶、紙皿

等を入れたゴミ袋が投棄された。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆  

 

 

 

◆ 旭川中央警察署管内において、

自転車盗難被害が、多発していま

す。短時間の駐輪でも必ず施錠し

ましょう。 

 

 

 

◆ ６月６日、宮下通８丁目において 

遺失した現金在中の財布を犯人が

発見したが正規の届け出をせず横

領した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆ ５月１５日から５月２９日まで     

の間、比布町基線７号において、会

社敷地内に車を駐車中、左サイド

ミラー、助手席ドアハンドル、リア

ワイパー、アンテナ等が損壊させ

られた。 

 

 

◆ ５月２９日、比布町北４線１４ 

号において、チャイルドシートと

家庭ゴミ等が投棄された。 

 

 

 

◆ ５月２４日から５月２５日まで 

の間、鷹栖町９線西２号において、

物置から銅線、レコーダー等が盗

まれた。 

 

 

旭川中央防犯協会・旭川中央地区防犯協会 
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北海道警察マスコット ほくとくん 
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